
＊ 明細発行体制加算

＊ 短期滞在手術等基本料１加算(1359点)

＊ 外来・在宅ベースアップ評価料1・2(初診6点 / 再診2点)

＊ バイオ後続品使用体制加算(150点)

個人情報保護に関する掲示

当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。個人情報の取り扱いに
ついてお気づきの点は、窓口までお申し出下さい。
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基本診療料

当院では、患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点等から、領収証の発行の際に、個別の診療報
酬の算定項目が分かる明細書を1点で発行しております(再診の方が1点。初診の方は無料)。
明細書は、行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発
行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出下さい。なお、窓口負担額のない患者さまにも明細書を無
料で発行いたします。明細書の発行を希望する方は、会計にてその旨お申し出下さい。
(領収書の再発行はおこなっておりません。予めご了承ください)

当院は厚生労働省のバイオ後発品の使用促進の方針に従って、バイオ後発品の使用に積極的に取り組んでい
ます。



＊ コンタクトレンズ検査料(コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療)

当院では以下の事項において、実費のご負担をお願いしております。

＊ 保険に関する診断書　 5,500円(税込み)

＊ 保険医療機関

＊ 難病指定医療機関 / 難病指定

＊ 被爆者一般疾病医療機関

＊ 身体障害者福祉法第15条指定

医療ＤＸ推進体制整備加算について

コンタクトレンズ検査料１
200点

医療情報取得加算

当院では、オンライン資格確認等システムを導入し、マイナンバーカードを保険証としてご利用いただけま
す。また、患者様の診療情報（受診歴、薬剤情報、特定健診情報など）を取得・活用し、質の高い医療提供
に努めています。
これに伴い、厚生労働省の定めにより「医療情報取得加算」を算定させていただく場合があります。ご理解
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

当院は「オンライン資格確認」を行う体制を有しており、診療情報（受診歴・薬剤情報・特定健診情報・そ
の他）を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めているため、厚生労働省の定めにより以下の点数を算定
しております。
また、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。

特掲診療料

一般名処方

当院では、後発医療薬の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施していま
す。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分を示した
「一般名処方」をおこなっています。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、
患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点等がありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろ
しくお願い致します。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬で
あっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

各種指定医療機関

基本診療料 特掲診療料

初診料291点

再診料 75点

保険外負担の係る費用

明細書発行体制等加算1点


